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    農 業 委 員 会 会 長  千 德 信 行 

 

○欠席した者の氏名 なし 

       

○職務のために出席した者の職氏名（２名） 

    議 会 事 務 局 長  滝 本   静 

    議 会 庶 務 係 長  東 藤 美妃代 

 

 

 

 

（ ９時２７分） 

  ──────────────────────────────────── 

開会 

●議長 

 会議を始めてよろしいでしょうか。 

 それでは、改めまして、臨時会出席、大変御苦労さまでございます。 

 ただいま、出席議員９名で定足数に達しておりますので、令和２年奈井江町議会第

１回臨時会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

●議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第１２２条の規定により、２番、大関議員、３番、竹

森議員を指名いたします。 

  ──────────────────────────────────── 

日程第２ 会期の決定について                （ ９時２８分） 

●議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 今期臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 
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 会期は、本日１日間と決定をいたします。 

  ──────────────────────────────────── 

日程第３ 議案第１号の上程・説明・質疑・討論・採決 

●議長 

 日程第３、議案第１号「令和元年度奈井江町一般会計補正予算（第６号）」を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 第１回臨時会の御出席、大変お疲れさまでございます。 

 それでは、私のほうから議案の説明を申し上げます。 

 議案書の１ページをお開きください。 

 議案第１号「令和元年度奈井江町一般会計補正予算（第６号）」について説明を申し

上げます。 

 今回の予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,２７１万

７,０００円を追加し、予算の総額を４７億４,９３４万２,０００円とするものでござ

いますが、その内容につきましては、過日、新聞報道でも紹介をされました日本経済新

聞社系列の情報月刊誌「日経トレンディ」において毎年行われてございます全国の米を

対象に今一番食べてほしい米を決める「米のヒット甲子園」で、ＪＡ新すながわの特別

栽培米「ゆめぴりか」が大賞米に選ばれる中、これを好機と捉えまして、米のＰＲとと

もに奈井江町、そして奈井江町のふるさと納税をアピールするために要する経費の追加

でございます。 

 それでは、歳出より説明を申し上げます。６ページをお開きください。 

 ２款１項１目の一般管理費におけます職員一般旅費では、東京、大阪、札幌でのＰＲ

活動で５０万円を追加、その他まちづくり事業に要する経費では、販売・贈呈用の米代

やＰＲ用のチラシのほか、会場使用料等々で１４６万９,０００円を追加してございま

す。 

 次ページにわたりますふるさと応援寄附金事業に要する経費では、返礼品の購入や送

料、業務支援サービス手数料等で１,０７４万８,０００円を追加してございます。 

 続いて、歳入について説明いたします。５ページをお開きください。 

 １７款の寄附金では、ふるさと納税で２,０００万円を追加計上してございます。 

 １８款をごらんください。今回の予算補正によります歳入の増、７２８万

３,０００円については、財政調整基金繰入金を減額し、収支の均衡を図ったところで

ございます。 

 以上、補正予算の概要について説明を申し上げました。よろしく御審議の上、御決定
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をお願いいたします。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ３番、竹森議員。 

 

●３番 

 今ほど、補正予算の内容について説明があったわけですが、過去、ふるさと納税で増

額補正があったのは、前回、１回あったと思うんですけれども、今回ほどの増額という

のは初めてだと思うんです。 

 それで、今回は日経トレンディのお米甲子園で大賞をとったことも契機にして、町長

を初め、町の理事者の方がこれを契機にＰＲ活動もどんどん増やしていくように報道も

されております。 

 そこで、今回、こういう補正をされたわけですけど、今後に向けて、この際、町長に

思いとかこれからの決意などをちょっと一言お伺いしたいと思います。 

補正予算については大賛成ということでつけ加えさせていただきます。よろしくお願

いします。 

 

●議長 

町長。 

 

●町長 

 竹森議員からの御質問といいますか、私の所感ということですので申し述べさせてい

ただきますが、これは私の思いとして今回この補正をさせていただきますが、奈井江町

がこれから移住・定住、いろんな形での施策を展開するに当たって、何よりも奈井江町

そのものをしっかりと全国・全道に発信していく必要があるだろうというふうに思って

いるということがまずベースにあり、奈井江町からそれを発信するツールとして幾つか

の有形無形の資源があるとは思っております。 

今回のゆめぴりかというのが、ロット数が奈井江町としては非常に少ないものではあ

りますけれども、まして今ＪＡ新すながわという形でのゆめぴりかの生産販売という形

をとっていますけれども、何とかこれを奈井江町の宣伝・ＰＲの材料として生かせない

かという思いがあります。 

 今後も、このことについて意を用いて、農協さん等々とも協議をしながら、いろんな

形で奈井江町のＰＲの材料として使っていきたいというふうに思っていると、その一環

として今回補正をさせていただいたということでありますので、ぜひ御理解をいただい

て、補正を御承認いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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●議長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────── 

日程第４ 議案第２号の上程・説明・質疑・委員会付託     （ ９時３４分） 

●議長 

 日程第４、議案第２号「奈井江町第６期まちづくり計画基本構想の改定について」を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 説明は大綱説明といたします。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書の８ページをお開きください。 

 議案第２号について説明いたします。 

 本案につきましては、奈井江町まちづくり自治基本条例に基づき、奈井江町第６期ま

ちづくり計画基本構想を改定いたしたく、町議会の議決を求めるものでございますが、
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この後、担当課長より説明をさせますので、よろしく御審議の上、御決定をお願いいた

します。 

 

●議長 

 企画財政課長。 

 

●企画財政課長 

 改めまして、本日の臨時会出席、大変お疲れさまでございます。 

 それでは、議案第２号「奈井江町第６期まちづくり計画基本構想の改定について」説

明をいたしますので、別冊の基本構想（案）、臨時会資料１の新旧対照表をごらん願い

ます。 

 基本構想につきましては、平成２７年度から令和６年度までの１０年間におけるまち

づくりの基本的な理念や方向性を示すものであり、基本的に現構想の内容を継続するも

のですが、奈井江町を取り巻く近年の動向等を踏まえ、内容の一部について変更を行っ

ております。 

 １ページ、「計画の策定に当たり」の１、計画策定の背景から２ページの３、計画の

期間までについては、元号表記の修正以外は変更ございません。 

 次に、３ページの４、人口推計については、平成２８年２月に策定した奈井江町人口

ビジョンをもとに推計を行い、令和６年度の人口推計を４,７６０人から４,７７７人に

変更してございます。 

 次に、４ページからの基本構想についてですが、１、計画の目的から５ページの４、

まちづくりの基本目標については変更ございませんが、「おもいやり明日へ」をテーマ

に掲げ、まちづくり自治基本条例の基本理念に基づき、「みんなが参加するまちづく

り」、「心豊かな住みよいまちづくり」、「未来につなぐまちづくり」の３項目を基本

目標として掲げ、引き続き、町民とともに考え、つくりながら、まちづくりを進めてま

いります。 

 次に、６ページの５、政策の大綱についてですが、政策の枠組みは現構想と同様です

が、昨今の奈井江町をめぐる社会・経済状況等を踏まえ、必要な修正を行ってございま

す。 

 政策１の「安全・安心に住みつづけるために」では、全国的に多発する大規模災害等

への備えや防災機能の充実に向けた取り組みを進めるため、政策の名称に「安全」を加

える形で修正を行ってございます。 

 政策２の「ともに支え合い、健やかに暮らすために」では、高齢者、障害者、子供な

ど、町民誰もがともに支え合う地域共生社会の実現に向けた取り組みを進めるため、政

策の名称、項目の一部について修正を行ってございます。 

 次に、７ページ、政策４の「活力と魅力あふれる産業づくりのために」では、地場産

品のブランド化や中小企業・小規模事業者等への支援、奈井江町が有する付加価値の高

さを町内外に積極的に発信するため、政策の名称、項目の一部について修正を行ってご
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ざいます。 

 次に、政策５の「みんなで創る、持続可能なまちづくりのために」では、引き続き移

住・定住対策を重点施策として位置づけ、関連施策の総合的な推進を図るため、記載の

場所を６ページ冒頭の前文から政策５の最初の項目として追加記載するとともに、町民

誰もが町政に参加できる協働のまちづくり、効率的で持続可能な行財政運営を一層推進

するため、政策の名称、項目の内容について修正を行ってございます。 

 以上が基本構想改定の概要でございます。 

 また、この基本構想に基づき、臨時会資料２の別冊のとおり、令和２年度から６年度

までの後期実施計画について新たに策定をしたところでございます。 

 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、大綱質疑を行います。 

 ８番、大矢議員。 

 

●８番 

 おはようございます。臨時会出席、大変御苦労さまでございます。 

 今ほど、奈井江町第６期まちづくり計画の基本構想の改定について提案されました。 

 まず、今回の基本構想の改定に当たり、人口減少、急速に進む少子高齢化等、厳しい

財政状況の中で、今後５カ年先、１０カ年先を見据えながら、５年間を予測し、計画を

立てることは大変な作業であったかと思います。理事者を初め、職員、町民委員会を初

め、かかわった町民の皆様に敬意を表するところであります。 

 それでは、大綱３点、町長に質問いたします。 

 １点目の質問は、今回は１０カ年計画の中間で、前期５カ年の実績を評価し、改善を

図るとともに、新たなニーズを加味するのが主な目的と理解するところでありますが、

町長にとっては初の計画策定であり、今後５カ年の基本的運営にかかわるということで

あり、特別な思いがあるかと思います。改定に向けて特に留意した点、基本計画改定に

かける思い、強調したい事業について伺います。 

 ２点目の質問は、町長は公約でも財政の健全化を掲げており、前期計画の評価でも基

本的に基金を使っての計画に問題があるとしていましたが、今回の計画の見直しでどの

ように取り組んでいるのか、その財政効果は幾らあるのかお伺いします。 

 ３点目の質問は、まちづくり計画は奈井江町の最上位計画であり、ここにない事業は

取り組まないことが基本でありますが、今回、役場庁舎の問題、温泉施設の運営の問題、

病院運営の問題については棚上げをして２０２０年度に結論を出し取り組むということ

になってございますけれども、検討結果をどのようにまちづくり計画に反映していくの

かを伺います。 

 以上３点について、答弁をお願いします。 
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●議長 

 町長。 

 

●町長 

 大矢議員からの大綱３点にわたる御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、今回の基本構想の改定、また、後期実施計画の策定に当たっては、人口減少と

少子高齢化に伴う社会構造や財政規模の縮小などの変化に対応するために、持続可能な

行財政運営体制を確立することが急務であるということの基本的な姿勢に立って取り組

んだものであります。 

 １点目の基本構想改定に向けた重点事項についてでありますが、町の最上位計画であ

るまちづくり計画の策定に当たっては、まちづくり自治基本条例の基本理念に基づく町

民参加と協働のまちづくりを進めるため、計画の策定過程において、町民との闊達な議

論のもと、ともに考え、語り合いながら進めることが大切であり、職員ともその考えを

共有しながら進めてまいりました。 

 このため、今回の計画策定の過程においては、役場内部の評価をもとに策定したたた

き台をもとに、まちづくり町民委員会や関係団体を３つのグループに分けて行った意見

交換会、さらには骨子計画（案）に対する町民説明会を開催し、各界・各層の方々から

幅広い御意見をいただき、議論を重ねるとともに、議会においてもまちづくり常任委員

会を開催し、計画原案についての審議を行っていただくなど、今回の計画づくりに多く

の町民がかかわり、数多くの方々と建設的な意見交換を行うことができたことが何より

とてもうれしく感じているところであります。 

 いずれにしても、今回の過程を大事にしながら、後期実施計画の５年間、町民の皆様

とともに一体となってまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の実施計画の見直しによる財政効果についてでありますが、令和２年度からの

後期実施計画に向けて、各政策や事業の検証、見直しが必要との考えから、今回、先ほ

ど申し上げました役場内部での評価を行い、これをたたき台として町民委員会や意見交

換会などにより町民と議論を進めてまいりました。 

 後期５カ年においては、引き続き、住宅、子育て、教育などの施策を含めた総合的な

定住対策を継続する一方で、学校給食費無償化の見直しや高校入学支援金の──奈井江

商業高校でありますが、入学支援金の廃止など、町民の皆様から非常に多くの意見をい

ただいたところであります。 

 これらの意見を踏まえ、検討した結果、後期５カ年の政策的ソフト事業、公共施設の

維持管理、病院事業繰出金をあわせた削減効果額は２億４,０００万円、一方、新規事

業の合計が６,５００万円となり、差し引きすると１億７,５００万円の財政効果となっ

たところであります。 

 ３点目の役場庁舎、温泉、病院の検討結果のまちづくり計画へどのように反映するか

ということであります。 

 この３つの課題については、１つ１つが町民生活や行財政運営に大きな影響を及ぼす
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課題であり、令和２年度中に方向性を見出すべく、職員と一丸となって取り組むととも

に、議会を初め、町民の皆様と活発な議論を行ってまいりたいと考えております。 

 また、これらの議論に当たっては、今後も進む人口減少と少子高齢化の現実を認識す

ると同時に、１０年後、２０年後の奈井江町の姿を想像しながら、未来志向の考え方で

町民の皆さんと意識を共有することが大切であり、まちづくり自治基本条例の基本理念

を踏まえ、まちづくり計画への反映に関しても、町民、議会の皆様に対する説明責任を

果たしながら、これらの課題解決に向けて取り組んでまいりたいと考えているところで

あります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

●議長 

 ８番、大矢議員。 

 

●８番 

 詳しく答弁をいただきまして、ありがとうございます。基本的な考え方は理解したと

ころでございますし、進め方につきましては常任委員会の中でも確認させていただきま

して、今回、大変多くの方々に御協力をいただいて、町民の意見を集約したというのは

理解するところでございます。 

 その中で、町長も財政の健全化と随分言われている中で、奈井江町は手数料とか使用

料、よその町村と比べて安いというふうに私は認識しているんですけれども、そのこと

に関しては今回手をつけなかったんですが、その辺の考え方について再度お伺いしたい

と思います。 

 

●議長 

 町長。 

 

●町長 

 再質問に対してお答えをしたいと思いますが、町の施設の使用料、利用料等に対する

考え方ということであります。このことにつきましては、過日、議会からの私どもへの

提言という形での申し入れにもうたわれたことでありますが、御指摘のとおり、奈井江

町の公共施設の使用料は全公共施設を対象として改正を行ったのが平成１５年、この後、

３年後の１８年に燃料費の高騰等による改正で一部改正をさせていただいておりますが、

その後、消費税の関係等々もありましたけれども、改正をずっと見送ってきているのが

現実であります。 

 議員御指摘のとおり、健全な行財政運営ということを考えたときに、これらのことに

ついてはしっかりと議論しなければならないというふうに考えておりますが、公平かつ

客観的な基準による適正な料金の設定、御指摘もありました近隣市町との格差というよ

うなことも含めた議論をこれから令和２年度中にしっかりと調査・検討を進めてまいり
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たいと考えております。 

 しかしながら、私といたしましては、町の財政状況も当然のことでありますが、奈井

江町民、全国的にの話でありますけれども、例えば、社会保険料の自己負担額の増加、

消費税の税率の強化というような諸般の状況を考えたときに、町民一人一人のいわゆる

可処分所得的なものが決してふえていない状況にあると思っておりますし、奈井江町と

いいますか、企業団においても水道料金の値上げ等々、いろんな施策を転じているとこ

ろであります。これらのことを総合的に判断をして検討はいたしますけれども、最終的

にはそのことも加味して議会の皆さんと議論することが正しいのではないかというふう

に今は思っております。御理解いただきたいと思います。 

 

●議長 

 ほかに大綱質疑ございませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第２号奈井江町第６期まちづくり計画基本構想の改定については、議長を除く全

議員をもって構成する奈井江町第６期まちづくり計画の改定に関する審査特別委員会を

設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 議案第２号については、議長を除く全議員をもって構成する奈井江町第６期まちづく

り計画の改定に関する審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定

をいたしました。 

 特別委員会の正副委員長互選のため、暫時休憩といたします。 

 

（休憩）                           （ ９時５１分） 

  ──────────────────────────────────── 

（４．特別委員会の正副委員長互選） 

 

●議長                            （ ９時５４分） 

 会議を再開いたします。 
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 休憩中に特別委員会の正副委員長の互選結果が議長に届いておりますので、事務局長

に報告をさせます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

 特別委員会の正副委員長の互選結果について御報告いたします。 

 委員長には大矢議員、副委員長には大関議員。 

 以上でございます。 

 

●議長 

 お諮りします。 

 ただいまの報告のとおり、委員長には大矢議員、副委員長には大関議員を選任するこ

とに御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 委員長には大矢議員を、副委員長には大関議員を選任することに決定をいたしました。 

 お諮りします。 

 ただいま、奈井江町第６期まちづくり計画の改定に関する審査特別委員会に付託され

ました議案第２号については、会議規則第４５条第１項の規定により、次期定例会まで

に審査が終わるよう期限をつけたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 議案第２号については、次期定例会までに審査が終わるよう期限をつけることに決定

をいたしました。 

 

  ──────────────────────────────────── 

閉会 

 

●議長 

 以上で、本臨時会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

 これにて令和２年奈井江町第１回臨時会を閉会といたします。 
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 大変御苦労さまでした。 

  ──────────────────────────────────── 

（ ９時５６分） 

 


